別記様式第５号（第７条関係）
（表）
命令書

　　第　　　　　号　　
年　　月　　日　　

　　住所
　　氏名　　　　　　　　　　様


長門市長　　　　　　　　　印　　


　本駐車場は、長門市長門湯本温泉駐車場条例第12条第１項の規定により７日を超えて利用することができませんが、あなたが止めた自動車は次のとおり７日を超えて利用されています。
　つきましては、同条例第14条の規定により、次のとおり長期駐車自動車を撤去するよう命令します。
	車種
	　
	車両番号
	　

	自動車確認日時
	　　　　　　　　年　　　月　　　日　　　時　　　分

	撤去期限
	　　　　　　　　年　　　月　　　日

	駐車料金
	　　　　　　　　年　　　月　　　日　　　時現在
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

	撤去方法等
	撤去期限までに本命令書及び氏名を証する書類(運転免許証等)を持参の上、次の場所において手続をしてください。

	手続場所及び問合せ先
	[bookmark: _GoBack]


(注意事項)
　1　撤去期限までに撤去がなされないときは、撤去を拒絶したものとみなします。
　2　撤去を拒絶する場合であっても、駐車場の駐車料金は請求いたします。
　3　駐車料金は、自動車確認日時から起算して算定した額を記載しているため、実際の請求額と異なります。

（裏）

（教示）
1　この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内に、長門市長に対して審査請求をすることができます。
2　この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、長門市を被告として（訴訟において長門市を代表する者は長門市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に提起することができます。
3　ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。
